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編集発行責任者 佐 々木 昭 三

愛労連主催センター協力の労 想軸 場驚 ど登 奪靖 を長 宅許 在交
一大いに講演と活動経験に学び、じつくり交流し、発しかつた

11月 30日 ～ 12月 1日 にかけて、犬山館で愛労連主催 ・センター協力で
「労働安全衛生学校」が45人 の参加で関催されました。

佐々木センター事務局長の司会 ・進行で、愛労連の伊藤事務局次長 (センター

事務局次長)が 主催者を代表して、愛労連として初めての主催で、愛労連の運動

の中に労働安全簡生活動、いのちと健康を守る運動を位置づけ、経続させてゆく

決意があいさつとしてされました。

基調講演は、山田信也センター理事長 ・名大名誉教授で r職場で安全衡生活動

を進めるために」と題して、 1、労働者のいのちと健康をまもる取り組みが生み

だした労基法、労働安全衡生法、2、 安全衛生委員会の任務と役割り、3、 大切

な労働者の人間としての主張を柱に、運動の歴史的総括をしながら、今日の労安

法の改正の内容と積極的活用の方向、労安活動を通じて労働条件改善や職場環境

の快適化の運動の視点を話され、参加者に大きな感動を与え、職場活動の視点を

深めることができました。

報告では、愛労連港運部会は 「労働と健康 ・生活に関するアンケー ト」のまと

め、全国一般愛知アクリル分会は職場の労働安全衛生活動、」MIU川 本製作所

労組は職場の安全衡生委員会の活動、名水労は労働組合の職場健康づくリー名本

労30年 の実践、愛高教は労働安全衛生活動のとりくみ、全港湾ほ病気を理由と

した解雇争議のたたかい、愛知いかだは職場の実憶と安全衛生、中電労働者は大

企業でのいのちを健康を守る活動、運輸一般は トラックデーのとりくみ (文書報

告)な ど豊富な経験が話されました。また、参加者からも講漫や報告に関連して

の発言が続きました。

夜の夕食交流では、参加者全員が自己紹介と一言スピーチをおこないました。

懇親交流会では、名古屋港地域でのいのちと健康を守る運動について、港磯労、

愛知いかだ、全港湾、由農海運分会、スミケイ運輸分会などの参加者を中心にし

て出田先生を囲み、大いに語り、飲み、交流を深めました。

また、この学校では文化的4内 容もいれるということで、愛高数の労安担当で

センターの理事の大野美鈴さんがシャンソンを3曲 歌つて、とても和やかな雰囲

気をつくりだしてくれました。

この学校で学んだことを力に職場に労働安全衛生の活動、いのちと健康を守る

運動を広げることと最後にみんなで確認しました。

来年民間で進んだ活動を報告した」M I IJ,11本の労働安全徳生活動を学ぶ職場

訪間を準備中です。
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健康で人間らしく生き働くことと人生の主人公めざして頑韓つた

近 藤 直 太 さ ん を 偲 ぴ 語 る 会

近藤さんと関わりの深い仲間 ・団体の7名 の呼ぴかけで、 11月 29日 夜、労

働会館本館会議室で85名 の参加で、センターの理事 ・監事 ,事務局をつとめて

いた 『近藤直太さんを偲び語る会』が開かれました。司会の佐々木健康センター

事務局長の開会のあいさつの後、呼ぴかけ人の鈴木明男さん (住友軽金属労働者
・健康と家庭を守る会)か ら、近藤さんとこれまで一緒にたたかつてきたことと

こうした会合が伸間の協力で開催できとことの感謝だ話されました。

続いて、井料正行さんを中心にした職場の伸間が作成した rスライ ドとエピソ
ー ドで綴る近藤直太さんのあゆみ」を 「偉大なる芸衛家の生涯」 (チャイコフス

キー作)の 室内業の演奏をバックに上映しました。近藤さんの生い立ちからはじ

まって、職場での運動、地域や磯自連、労関研、健康センターなどの活動、妻弘

子さんの出会いと結婚、子育て、家庭生活など彼の人闘らしく生きた姿がにじみ

でた感動的なものでした。

参加者からの発言では、大企業 ・港地域で近藤さんと共に運動をすすめてきた

伸闘からの発言は、西野賑郎さん (愛知職自連代表 。中電争議団)、 土井照雄さ

ん (港地区労事務局長 ・愛労連副議長)、 山中省児さん (全港潜名古屋支部委員

長 ・名港労協議長)、 稲生昌三さん (日本共産党港中川地区委員長 )、 日中久幸

さん (日本共産党県議団幹事長)、 渡辺三千夫さん (愛知争議団事務局長)か ら

近藤さんの思い出と活動について話されました。愛知労問研からは、大木一訓さ

ん (愛知労働問題研究所所長 ・日本福祉大学教授)と 擦田正機さん (愛知労間研

副所長 ・中京大学教授)か ら切々と直太さんについて語られました。

近藤さんと共に団体生命保険問題を取り組んでいる水野幹男さん (弁護士 ・名

古屋過労死弁護団代表幹事)か らは、彼の意志を受け継いで団体生命保験のあり

方を聞う裁判でたたかう妻の弘子さんの裁判の意義を話されました。鈴木美穂さ

ん (団体生命保険訴訟原告 ・名古屋過労死を考える家族の会)も 家族の会のささ

えとして努力してきた直太さんについて語られました。

会場からの発言は、本多さん (毎日新聞労組)、 塩川さん (国際人権活動愛知

連絡会)と 弘子さんのお姉さんからお礼のあいさつがありました。

最後に、近簾弘子さんから参加者,こお礼と団体生命保険のとりくみは彼の意志

を引き継いですすめる決意が話されました。それから、弘子さんら親族から番典

返しを、彼の志を生かすということで健康センターヘ寄付されました。センター

では、理事会で協議して 「いのちと健康直太基金」として、いのちと健康を守る

運動に活用することになり、そのお子との感謝状を山田信也さん (愛知働 くものの

健康センター理事長 ・名古屋大学名誉教授)か ら弘子さんへ送られました。

閉会のあいさつは山田理事長が、 「港の快男児」として、職場や地域、いのち

と健康を守る活動で直太さんが学習をし、学んだことを生かすすばらしさを認さ

れました。会終了後、弘子さんt娘 さん、お締さんを囲んで、懇親会を行い、そ

こでも直六さんを偲んで大いに語り、懇親を深めました。

i寧嘉奎基敏竿録轟し理学!毛争夢上ξ最畢犠鋳CF険
」問題の朝日新関の取i

会に記者も参加されまし 1

,た。
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昌団体定期保険「遺族に請求権認めよ」

翌華1懸区

一一一一一一十一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一十一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一十一一一十一十一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一十一一一一一十一一一一一一一一一一一一一十一一一一十一一一一一一一一十一・
　

一一一一一十一一一一一一一一一一一一十一十一一一一十一一一十一十一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一十一十一一一一一一一一一十一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一
は
、

八
月
二
十
九
日
午
前
七
時

す
ぎ
。

突
然
の
発
作
に
見
舞
わ

れ
、

数
急
車
で
病
院
に
運
ば
れ

た
が
、

間
に
合
わ
な
か

っ
た
。

急
性
心
筋
こ
う
そ
く
だ

っ
た
。

勤
め
て
い
た
大
手
非
鉄
金
鳳

会
社

（本
社

・
東
京
）
で
は
、

約
二
十
年
間
、

ア
ル
ミ
パ
イ
プ

の
製
造
職
場
に
い
た
。

近
藤
さ

ん
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
た
の

は

一
九
九
二
年
。

病
気
で
入
院

し
た
の
と
、

岡
僚
が
在
職
中
に

死
亡
す
る
ケ
ー
ス
が
続
い
た
の

を
機
に
、

「健
康
と
家
庭
を
守

る
会
」
を
結
成
し
、

代
表
世
話

人
に
な

っ
た
。

立
ち
仕
事
が
多
い
職
場
で

は
、
短
時
間
で
も
座
れ
る
よ
う

い
す
を
置
く
こ
と
か
ら
始
め
、

自
費
で
ド
イ
ツ
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
を
訪
ね
て
勉
強
、

健
康
で
働

け
る
職
場
づ
く
り
を
め
ざ
し

た
。

在
職
中
に
死
亡
し
た
社
員

の
遺
族
の
救
済
の
た
め
に
、

会

社
側
と
の
交
渉
に
あ
た

っ
た

り
、

労
災
事
故
死
を
な
く
す
た

め
に
、

事
故
現
場
を
歩
い
て
回

っ
た
り
し
た
。
　
　
　
　
タ

・
団
体
定
期
保
険
に
疑
問
を
感

じ
た
の
は
三
年
前
。

従
業
員
が

知
ら
な
い
間
に
保
険
に
加
入
さ

せ
ら
れ
、

「従
業
員
が
死
亡
し

て
会
社
が
も
う
か
る
よ
う
な
仕

組
み
は
納
得
で
き
な
い
」
と
、

感
じ
た
。

自
分
自
身
が
加
入
さ
せ
ら
れ

た
保
険
の
契
約
内
容
を
知
ら
な

か

っ
た
近
藤
さ
ん
は

ズ
ム
在
が

保
険
金
を
独
占
す
る
の
は
、

従

業
員
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
の

が
原
因

」
と
し
て

、
今
年

六

月
、

勤
務
先
の
会
社
に
保
険
内

容
の
開
本
を
求
め
る
運
動
を
始

め
た
。

運
動
は
十
数
社
に
広
が

っ
た
と
い
う
。

「運
動
は
動
き
出
し
た
ば
か

り
。

こ
こ
で
や
め
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
」
。

遺
志
を
受
け
継

い
だ
妻
弘
子
さ
ん
含
↓
は
、

保

険
会
社
な
ど
を
相
手
取
り
、

会

社
が
近
藤
さ
ん
に
か
け
て
い
た

，帥
鉢
確
柳
柳
難
”
貌
穀
韓
輔
弾

め
て
の
訴
訟
を
十
五
日
、

名
古

一
屋
地
裁
に
起
こ
す
。

近
藤
さ
ん
が
亡
ぐ
な

っ
た
の

ジ

ュ
ネ
ト

ブ
で
国
連
人
権
委
員

会

・
小
委
員
会
メ
ン
バ
ー
に
訴

え
た
後
、

パ
リ
に
立
ち
寄

っ
た

近
離
直
大
さ
ん
＝
今
年
８
月

勤
務
先
は

、
要
求
に
こ
た

え
、

保
険
契
約
の
内
容
の

一
部

を
労
働
組
合
に
伝
え
、

大
手
生

命
保
険
会
社
は
契
約
時
に
従
業

員
個
々
か
ら
同
意
を
取
り
つ
け

る
な
ど
、

抜
本
的
な
改
革
に
乗

り
出
し
た
。

近
藤
さ
ん
の
死

は
、

そ
の
直
後
だ

っ
た
。

弘
子
さ
ん
は
悩
ん
だ
末
、

裁

判
を
起
こ
手
　

一」
を
決
め
た
。

生
き
て
い
れ
ば
近
藤
さ
ん
は
今

月
、

Ａ
グ
ル
ー
プ
保
険
に
つ
い

て
、

情
報
開
示
と
本
人
の
同
意

を
得
ず
に
加
入
さ
せ
た
の
は
人

格
権
の
侵
害
に
あ
た
る
と
し
て

提
訴
を
予
定
し
て
い
た
か
ら

だ
。
十弘

子
さ
ん
は

「夫
が
命
を

か
け
て
運
動
を
続
け
、

少
し
ず

つ
だ
が
動
き
出
し
て
き
た
。

こ

の
ま
ま
で
終
わ
ら
せ
た
ら
、

合

わ
せ
る
顔
が
な
い
」
と
話
す
。

「企
業
の
過
労
死
太
り
を
や
め
さ
せ
た
い
」
と
、

運
動
を
続
け
て
き
た
名
古
屋
市
熱
田
区
、

会
社
員
近
藤
直
太
さ
ん
が
八
月
末
に
ご
く

な

っ
た
。道

族
補
償
の
名
目
で
従
業
員
全
員
に
生
命
保
険
を
か
け
な
が
ら
、社

員
の
死
亡
時
に
企
業
が
保
険
金
の
大
半
を
受
け
取
り
、

一

部
し
か
遺
族
に
渡
ら
な
い
「団
体
定
期
保
険

・
Ａ
グ
ル
ー
プ
保
険
」
の
情
報
開
示
を
求
め
る
運
動
を
始
め
た
直
後
、

四
十
九
歳
だ

っ
た
。

角器i者

熱田区の近藤さん

斡口qと.H、!子・剤

「企
業
の
独
占
許
さ
な
い
い
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1996年 (平成8毎 ) 11月 16日  :土 曜日 朝 画

団体定期保険
一一〓〓〓〓〓〓車〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓一〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓一一〓〓〓〓〓車〓二〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓手〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓一〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓享〓一〓〓〓〓〓〓〓〓一〓〓〓子〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓一〓一〓〓〓〓〓〓〓〓〓車〓〓〓〓〓〓章〓〓〓〓〓〓〓

「請
求
権
の
確
認
を
」

勲和
浮
動
保
険
会
社
含
め
訴
え

遺
族
補
償
の
名
目
で
、
会
社

が
従
業
員
全
員
に
生
命
保
険
を

か
け
る
「団
体
定
期
保
険
・Ａ
グ

ル
ー
プ
保
険
」
に
加
入
し
な
が

ら
、

死
亡
時
に
会
社
が
高
額
の

保
険
金
を
独
占
す
る
の
は

「徒

業
員
の
死
を
媒
介
に
利
得
を
得

る
こ
と
に
な
り
不
当
」と
し
て
、

元
住
友
軽
金
属
工
業
社
員
の
妻

近
藤
弘
子
さ
ん
の
も
日
名
古
屋

市
熱
田
区
＝
が
十
五
日
、

死
亡

し
た
夫
に
保
険
を
か
け
て
い
た

同
社
と
住
友
生
命
保
険
な
ど
保

険
会
社
九
社
を
相
手
取
り
、

保

険
金
請
求
権
の
確
認
を
求
め
る

訴
え
を
名
古
屋
地
裁
に
起
こ
し

た
。

保
険
金
支
菰
い
前
に
保
険

会
社
も
被
告
に
加
え
、

保
険
金

は
だ
れ
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
か

の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
は
初
め

て
。

　

（２５
面
に
関
係
記
事
）

訴
え
に
よ
る
と
、

私
子
さ
ん

の
夫
、

直
太
さ
ん
は
、

八
月
二

十
九
日
午
前
七
時
す
ぎ
、

日
宅

で
心
筋
こ
う
そ
く
の
た
め
、

四

十
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
拘
住
友

軽
金
属
工
業
は
、

弘
子
さ
ん
に

対
し
て
、

退
職
金
千
畜
三
十
六

万
円
余
と
葬
祭
料
六
十
七
万
円

余
を
弘
っ
た
。

同
社
は
保
険
会
社
九
社
と
（

直
太
さ
ん
を
被
保
険
者
と
し

て
、

死
亡
の
際
、

合
計
約
六
千

七
盲
万
円
が
支
払
わ
れ
る
団
体

定
期
保
険
に
如
入
。

金
従
業
員

記
者
会
見
す
る
原
告
の
近
藤
弘

子
さ
ん
Ｈ
ｌ５
日
午
後
３
時
す

ぎ
、

名
古
屋
市
中
区
の
名
古
屋

弁
護
士
会
館
で

を
対
象
に
保
険
料
を
負
担
す
る

Ａ
グ
ル
ー
プ
保
険
で
、

同
社
が

死
亡
時
の
保
険
金
の
受
取
人
に

な

っ
て
い
る
。

原
告
側
は
、

団
体
定
期
保
険

は
死
亡
し
た
従
業
員
の
遺
族
の

生
活
補
償
が
目
的
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

直
太
さ
ん
の
遺
族
に
支

払
わ
れ
た
金
額
を
大
幅
に
上
回

る
死
亡
保
険
金
を
会
社
側
が
受

け
取
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、

「徒
善

員
の
基
」
を
裸

笹
こ
し

て
会
社
が
不
当
な
利
得
を
得
る

こ
と
に
な
り
、

保
険
の
趣
旨

・

目
的
に
反
す
る
」
と
主
張
。

さ

ら
に

、
同
社
は
保
険
契
約
の

際
、

直
太
さ
ん
に
保
険
金
額
、

目
的
、

受
取
人
な
ど
を
知
ら
せ

ず
、

同
意
も
得
て
な
い
こ
と
か

ら
、

「会
社
を
受
取
人
と
し
た

指
定
は
無
効
」
と
し
、

約
款
に

基
づ

い
て

「
受

取
人
は
配
偶

者
」
と
し
て
い
る
。

提
訴
後
の
記
者
会
見
で
近
藤

さ
ん
は

「人
の
命
に
勝
手
に
保

険
を
か
け
る
な
ん
て
許
せ
な

い
。

お
か
し
い
こ
と
は
ぉ
か
し

い
と
認
め
さ
せ
た
い
」
と
話
し

た
。住

友
生
命
広
報
室
の
話
　
訴

状
を
受
け
取

っ
て
お
ら
ず
、

コ

メ
ン
ト
の
し
よ
う
が
な
い
。

―一…………………早―
i百を書露警予≧々阜密督

1空各種幾哲畜墨導蟹得磁を選捺Ⅳ寧唇転ちここ告撃 と澄 津 着 ‐ 豊 △ : > 1′ T

を言猛替縁岳岳圏8晏登岳需転岳と種
患と案きんを偲ぴ語る会」で山田理事

長から弘子さんへ送りました。
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3年 )11月 16日   土 曜日 朝 園 新

鞭
情
報
開
示
を
６
割
拒
否

罐
摯
金
額
回
答
５
社
の
み

「
団
体
定
期
保
険

・
Ａ
グ
ル

ー
プ
保
険
」
に
つ
い
て
、

住
友

軽
金
属
工
業
の
元
社
員
、

故
近

藤
直
太
さ
ん
ら
の
呼
び
か
け
で

被
保
険
者
、

遺
族
の
立
場
か
ら

会
社
側
に
情
報
開
示
を
求
め
て

い
る
運
動
で
、

質
問
状
を
送

っ

た
企
業
の
う
ち
六
割
以
上
が
回

答
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
が
、

分
か

っ
た
。

保
険
金
額
を
明
ら

団体定
従
業
員
が
死
亡
し
た
際
の
遺

族
補
償
な
ど
に
充
て
る
た
め
、

企
業
が
全
従
業
員
を
被
保
険
者

に
生
命
保
険
会
社
と

一
緒
契
約

す
る
か
け
捨
て
保
険
。

保
険
料

は

一
般
の
個
人
保
険
よ
り
も
安

く
、

被
保
険
者
が
死
亡
す
る

と
、

保
険
金
は
会
社
に
支
払
わ

れ
る
。

保
険
料
を
従
業
員
が
自

己
負
担
す
る
任
意
加
入
の

「Ｂ

グ
ル
ー
プ
保
険
」
も
あ
る
。

財

団
法
人

・
労
務
行
政
研
究
所
が

一
九
九
二
年
に
上
場
、

主
要
非

上
場
二
千
五
百
十
社
を
対
象
に

し
た
調
査
で
は
、

四
社
に
三
社

が
Ａ
グ
ル
ー
プ
保
険
に
加
入
し

て
い
る
。

か
に
し
た
企
業
は
五
社
に

一
社

で
、

被
保
険
者
に
対
し
て
す
ら

情
報
開
示
に
消
極
的
な
企
業
側

の
姿
勢
が
鮮
明
に
な

っ
た
。

運
動
に
は
、

大
手
企
業
の
在

籍
社
員
や
在
職
中
に
死
亡
し
た

社
員
の
還
族
が
参
加
。

今
年
七

月
、

デ
パ
ー
ト

、
自
動
車
会

社
、

電
力
会
社
、

私
鉄
な
ど
愛

知
県
や
東
京
都
内
の
二
十
五
社

に
対
し
て
、

自
分
や
家
族
に
か

け
ら
れ
た
保
険
に
つ
い
て
▽
保

険
契
約
の
有
無
▽
保
険
会
社
名

▽
保
険
金
額

▽
契
約
に
必
要
な

同
意
を
ど
の
よ
う
に
と

っ
た
の

か
―
―

な
ど
を
聞
う
質
問
書
を

送

っ
た

。

こ
の
う
ち
回
答
を
拒
否
、

ま

た
は
十
五
日
現
在
回
答
の
な
い

企
業
は
十
六
社
。

九
社
か
ら
回

答
は
あ

っ
た
も
の
の
、

そ
の
う

ち
保
険
金
額
を
回
答
し
た
の
は

五
社
で
、

残
り
は

「契
約
は
あ

る
が
、

金
額
、

同
意
方
法
は
答

え
ら
れ
な
い
六
電
力
会
社
）
、

「保
険
金
額
に
問
題
は
な
い
」

（化
学
会
社
）
と
い

っ
た
内
容

だ

っ
た
。

金
額
を
公
表
し
た
会

社
も
、

複
数
の
保
険
会
社
と
の

契
約
総
額
を
回
答
し
た
だ
け

で
、

契
約
内
容
を
詳
細
に
明

ら
か
に
し
た
企
業
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、

再
二
の
要
求
で
よ
う
や

く
回
答
し
た
ケ

ー
ス
も
あ

っ

た
。保

険
会
社
は
契
約
の
際
、

徒

業
員
の

同
意
を
求
め
て
い
る

が
、

実
態
は
同
意
な
し
に
契
約

さ
れ
て
い
る
の
が

一
般
的
。

自

分
が
被
保
険
者
に
な

っ
て
い
る

こ
と
す
ら
知
ら
な
い
従
業
員
も

多
く
、

訴
訟
な
ど
に
な

っ
て
初

め
て
会
社
が
多
額
の
保
険
に
加

入
し
、

保
険
金
を
独
占
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
ケ

ー
ス
も
あ

っ
た
。

団
体
定
期
保
険
に
詳
し
い
水

野
幹
男
弁
護
士
は

「被
保
険
者

が
契
約
内
容
を
知
ら
な
い
こ
と

が
、

会
社
に
不
当
な
利
得
を
得

る
余
地
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。

会
社
側
が
公
表
で
き
な
い

の
は
後
ろ
め
た
い
こ
と
が
あ
る

か
ら
と
し
か
思
え
な
い
」
と
話

し
て
い
る
。

の労働者、過労死家族の会を中心にし

運動しています。しかし、次ページの

とこ結3喜 格報開示の要求を強めてい

きます。
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里 笙   璽 答 状 況 一 覧 表

No 問 合 会 社 名 質 問 者 回 公
ヨ

状 況

1 住友軽金属工業閣 在籍社員 組合に問い合わせるようにという回答、再質問

2 大同特殊鋼僻

明治生命保険相互会社

日本生命保険相互会社

第一生命保険相互会社

住友生命保険相互会社

在籍社員 同意の方法についてのみ

会社に問い合わせるよう

会社に問い合わせるよう

会社に問い合わせるよう

会社に問い合わせるよう

ヨ答、その余は拒否

にということで拒否

にということで拒否

にということで拒否

にということで拒否

3 愛知機械工業船 在籍社員 回答拒否

4 側日立製作所 在籍社長 回頭回答 (保険金額問題ない)

5 中部電力船 在籍社員 日頭回答 (契約あり、金額と同意方法は回答できない)

6 石川島播磨重工業鶴 在籍社員 回答なじ

7 ブラザー陸運帥 在籍社員 回答あり (契約ない)

8 トヨタ自動車翻 遺  族 回答なし

9 帥松坂屋 遺  族 回答なし

名古屋鉄道隅 遺  族 回答拒否

1 三菱自動車工業爛 在籍社員 回答なし

2 愛知時計電機鶴 在籍社員 回答拒否

ナ トコベイン ト船 在籍社員 回答なし

4 爛美濃か しわ 遺  族 回答あり (契約ない)

5 住友化学工業帥 遺  族 回答あり (保険金額問題ない)

6 スミケイ運輸船 在籍社員 口頭回答 (同意とつていない、保険金額問題あり)

7 三菱重工業帥 在籍社員 回答なじ

三菱電機鋪 在籍社員 回答なじ

三菱マテリアル鶴 遺  族 回答なし

中部日本放送帥 遺  族 回答あり (保険金額問題ない)

アイシン精機榊 在籍社員 回答なし

鶴豊田自動織機製作所 在籍社員 回答なし

豊田工機帥 在籍社員 回答なし

日本電装船 在籍社員 団答なし

トヨタ自動車錦 在籍社長 回答なし

トヨタ車体榊 在籍社員 回答なし
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【労働・大衆運動】 1996年 11月 15日 (金曜日)

護
な
決
　
古
支

弁
＞

判
　
名

ご

名ヽ
利

　

ヽ
の

ん
０
勝

　

て
で

さ
０
な
　
し
ど

下
０
的
　
を
な

ｏ

森

，
期
　
訴

名
す

ヽ
１
画
　
整

署
ま

は
１
に
　
は

ヽ
し

判

ヽ
，
　
審
聴

い

裁
体
木
　
督

傍
願

災
団

く
　
監
判
お

労
０
日
　
準
裁
く

下
０

４
　
基

ヽ
じ

森

４

１
　
働

も
ろ

た

く
月
　
労

後
よ

き
名

１
　
関

今

ヽ

て
署

１

　

・　
ｏ
で

つ

ヽ
ヽ
　
局
た

の

か
聴

し
　
準

し
す

た
傍
開
　
基

ま
ま

た
判
展
　
阜

り
り

で
裁

を
　
岐

な
な

力

る
争

　

。
と
な

協
す
闘
　
省

争
と

ご
と
判
　
働

闘

こ

。
め
裁
　
労

判
る

援

じ
な

ｏ
も
裁
す

支

は
的
た

に

の
い

ど
を
勢

し
当

で
願

の
連
攻
ま
不
所
お

ん
労

で
り

ヽ
判
を

さ
串

援

と
し
裁
カ

な
岐
支
ち

か
等
協

み

ヽ
の
勝

じ
高
ご

圏

ど
を
　
屋
援

崚
阜
県
内
で
は
初
の
過
労
死
事

件
判
決
が
十
四
日
、

岐
阜
地
裁
（谷

口
伸
夫
裁
判
長
）
で
あ
り
、

原
告

側
の
主
張
を
認
め
、

遺
族
補
償
年

金
給
付
な
ど
を
支
給
し
な
い
と
し

た
労
働
基
準
監
督
署
の
処
分
を
取

り
消
す
と
の
判
決
が
だ
さ
れ
ま
し

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

事
件
は
、

岐
阜
県
関
市
の
い
美

濃
か
し
わ
で
働
い
て
い
た
男
性

（当
時
五
十
四
歳
）
が
勤
務
中
に

倒
れ
運
ば
れ
た
病
院
で
く
も
膜
下

出
血
で
死
亡

（
一
九
八
六
年
二
月

四
日
）
。

こ
の
男
性
の
妻
侯
己
が
、

関
労
基
署
に
遺
族
補
償
年
金
給
付

と
葬
祭
料
支
給
を
も
と
め
ま
し
た

が
、

不
支
給
処
分
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
処
分
の
政
り
消
し
を
も

と
め
九

一
年
五
月
、

岐
阜
地
裁
に

提
訴
し
て
い
た
も
の
で
す
Ｐ

ｌ
‥

判
決
は
、

被
災
者
の
発
症
前
七

カ
月
間
の
勤
務
状
況
に
つ
い
て

「年
間
に
換
算
す
る
と
約
四
千
二

百
時
間
」

「日
曜
、

祭
日
も
合
め

て
年
間
を
と
お
し
て
毎
日
十
二
時

間
近
く
も
の
時
間
」
を
拘
束
さ
れ
、

実
労
働
時
間
も
年
間
に
換
算
す
る

と
「約
二
千
六
百
七
十
七
時
間
」
と

な
り
、

日
本
の
労
働
者
の
平
均
の

約

一
・
七
四
倍
働
い
て
い
た
と
指

摘
ゃ
し
か
も
コ
一十
時
間
三
十
九
分

の
徹
夜
の
連
続
勤
務
と
三
時
間
十

七
分
の
休
息
時
間
を
お
い
た
後
の

十
四
時
間
四
十
四
分
の
長
時
間
労

働
も
あ
る
」
と
認
定
し
ま
し
た
。

．ま
た
、被

災
者
の
脳
動
脈
瘤
（リ

ゅ
う
）
破
裂
Ｌ
業
務
と
の
因
果
関

係
の
有
無
を
判
断
す
る
に
は
、

「発

症
の
前
日
及
び

一
週
間
前
以
内

Ｅ
七
確
変
さ
せ
る
よ
チ
な
負
所
を

業
務
に
よ
り
受
け
た
か
否
か
で
な

く
、

そ
れ
以
前
の
業
務
に
よ
り
受

け
た
ス
ト
レ
ス
な
い
し
疲
労
の
蓄

積
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と

し
、

脳
動
脈
磨
破
裂
と
業
務
と
の

因
果
関
係
を
認
め
て
い
ま
す
。

一

ス
ト

レ

ス
を

，

重
視
し
た
判
決
≡

≡！　
・　
■
一弁
護
士
が
会
見
】

判
決
を
う
け
た
あ
と
の
記
者
会

見
で
市
川
博
久
、

水
野
幹
男
、

佐

久
問
信
司
の
各
弁
護
士
は
い

「八

カ
月
前
か
ら
の
労
働
条
件
を
判
断

と
し
て
と
り
い
れ
、

か
な
り
の
長

時
間
労
働
、

疲
労
の
蓄
積
を
認
定

し
、

ス
ト
レ
ス
を
重
視
し
て
い
る
」

「疲
労
の
蓄
積
が
長
期
の
休
養
を

と
ら
な
い
と
解
消
で
き
な
い
と
い

チ
３
と
や
、

動
脈
層
の
形
成
や
破

森 下 過 労 死 裁 半J画 其目的 勝 利 挙可決―不当にも労働省・壌阜基準局・関労働基準盤管署控訴

裂
に
い
た
る
経
過
の
な
か
で
ス
ト

レ
ス
を
要
因
と
し
て
い
る
な
ど
実

態
的
に
も
あ

っ
た
判
決
」
と
評
価

し
ま
し
た
。

原
告
の
女
性
は
「十
年
八
カ
月
（

癖
持
設
慈
報
憾
卿
蜘
が

，の
お
求
車
紛

い
ま
し
た
”
お
お
き
な
喜
び
を
感

じ
て
い
ま
す
。

（労
災
認
定
な
ど

も
と
め
）
あ
と
に
続
か
れ
る
方
が

た
く
さ
ん
い
る
と
思
い
ま
す
。

家

族
の
心
身
の
こ
と
を
考
え
て
公
正

療
却
瑚
使
戦
‐ っ
て
ほ

！ し
沖
十
セ

「
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安 保 さ ん 高 裁 勝 寿J判 決 確 差

1996年 11月 27壁 (水曜日)
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説
解
鍵

疲
労
の
蓄
積
認
め
る

褒震逸集 α)毒 章義漁半J電 子月重 (傍聴で支援をお願いします)

12月
号g暑 キ乗 ;:轡 患 :;岩

法

岳畳旨占肯督器を命保険)1月20曰 く月)13時 39倉  .… !__コ、、

名
古
屋
高
等
裁
判
所

（民
事
第

一
部
、

水
野
格

一
裁
判
長
）
は
二

十
六
日
、

海
外
出
張
中
に
過
労
死

し
た
会
社
役
員

へ
の
労
災
補
償
を

認
め
、

高
血
圧
の
持
病
が
原
因
だ

と
し
た
名
古
屋
南
労
働
基
準
監
管

署
の
控
訴
を
乗
却
し
ま
し
た
。

一

死
亡
し
た
の
は
電
気
設
備
会
社

の
取
締
役
開
発
部
長
で
エ
ン
ジ

ェ

ア
だ

っ
た
安
保
喜
和
さ
ん

（当
時

六
十
三
歳
）
で
す
。　

一
九
八
三
年

二
月
に
南
朝
鮮
に
出
張
。

取
引
先

で
同
社
の
機
械
製
品
を
稼
働
さ
せ

る
た
め
の
立
ち
会
い
、

新
た
な
市

場
開
拓
が
目
的
で
、

四
日
目
の
夕

食
会
中
に
脳
出
血
で
倒
れ
ま
し

た
。労

基
署
は
労
災
と
認
め
ず
、

妻

の
東
子

（は
る
こ
）
さ
ん
含
と
が

労
基
署
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め

て
提
訴
。　

一
審
の
名
古
屋
地
裁
で

遺
族
側
が
勝
訴
「
労
働
省
側
が
控

訴
し
て
い
ま
し
た
。　
　
　
．

判
決
は
、

死
亡
四
カ
月
前
の
八

二
年
十
月
に
さ
か
の
ば

っ
て
、

国

内
出
張
の
な
か

っ
た
安
保
さ
ん
の

業
務
負
担
を
検
討
。

出
張
が
日
常

的
だ

っ
た
と
は
い
え

「
肉
体
的
、

精
神
的
に
負
担
」
だ

っ
た
と
し
、

こ
の
負
担
が
南
朝
鮮
出
張
が
近
づ

く
に
つ
れ
増
加
し
て
い
っ
た
と
指

摘
。

南
朝
鮮
出
張
前
の
工
週
間
に

二
日
の
体
日
が
あ

つ
た
が
、

通
常

業
務
と
初
め
て
の
泊
ま
り
出
張
の

準
備
が
重
な
り

「
相
当
高
度
に
疲

労
が
蓄
積
し
て
い
た
」
と
認
定
。

こ
れ
に
現
地
の
取
引
先
の
都
合
が

優
先
す
る

「拘
東
性
の
強
い
」
出

張
に
伴
う
精
神
的
負
担
と
冬
の
寒

さ
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
が
加
わ
り
、

脱
出
血
を
発
症
さ
せ
た
と
結
論
づ

け
て
い
ま
す
。

判
決
で
勝

っ
た
瞬
間
、

東
子
さ

ん
の
目
か
ら
は
涙
が
あ
ふ
れ
、

弁

護
士
、

支
援
の
労
働
者
ら
と
握
手
。

「私
自
身
病
気
で
倒
れ
、

裁
判
を

途
中
で
取
り
下
げ
よ
う
と
思

っ
た

が
、

た
た
か

っ
て
き
て
本
当
に
よ

か

っ
た
」
と
喜
び
を
語
り
ま
し
た
。

判
決
後
、

愛
剣
労
働
基
準
局
を

訪
ね
、

最
高
裁
に
上
告
し
な
い
よ

う
申
し
入
れ
ま
し
た
。
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一
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、
“二
審
と
も
勝

０
海
外
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中

の
過
労
死
寄

締
確

．労
働
省
側
が
上

名古屋高裁
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蓼壁 ヴ 多 糞 垂 認 鋒 糞 茎 着 語 孝章  「 夢 す 慣豹

に 関 fだ 3フ ア ン 'ケ ー ト 」

センターも協力して、すすめてきた愛労連港運部会 r労働と健康 。生活
に関するアンケー ト」がまとまりました。これは、愛労連港運部会の活動
として力をいれてきたもので2,000人 を超える調査となりました。

ここでは、まとめの概要の本文部分だけ掲載します。参照表は割愛して
あります。名港労協は、空港湾と検数労連です。
参照表や まとめの全文と資料の問い合わせは愛労連港運部会 (052-

871-5433)へ ご連絡下さい。

舌７ヽ生
る

期逮嫡鹸部会i労働と健簾,生活進関するアンケートJのまとめ

(腰 )

1996年 11月

1
|

アンケート調査の企画と実施 :愛 知麟 働組合総違合 ・交通運輸部会     |

(運輸―‐m、 愛自交、金動労、名港労協)

調査結果の整理と入力   :愛 自交労組

調査結果の分析とまとめ  :愛 知飲 もののいのちと健康をまもるセンタ…
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F鋳軸と鍵隷生活|こ関するアンケ学卜調査J結果報告

立  調 整 薄 D麗 顕 勺

Ⅲ1997年 4据 1題から遇 40時 間労圏法制が施行されます6

・24轄 閲型社会に対応する交通運輸労餞者は、法的な規制がゆるい残業轄簡規制の

なかで、野放 じ畿な長時闘労働廷従事させられています。

こ変Rll、交替制勤務を含む長時閣労働が、生活や健康にどんな影響を及ばしているか

現業従業員を中心笠こ調査 しました。

・国民や国民財産の安全、確実な輸送の確保が使命とされる運輸業界で、労働者の健

康安全について、改善方向をさぐるため根拠となる資料作りをめざとフました。

。調査、分析にあたつては、山田信也先生の生面的な協力を得て、行いました。

2, ヨ 瑠翌肇 じD/」
~尭

終

④ 予 備調査の実施

・本調査実施に向けて、愛労連交通運輸部会参加組合 (タクシー協議会、運輸一般、

金動労、全港湾、検数労連)の 5組合で、畿揚 。人員を限定し、 150名 を対象に

64項 目の調査を95年 秋に実施した。 (回収 180名 )

・予備調査での結果の特徴

☆交替制勤務者では、分眠 (錘眼を別けて取ること)が 多く、疲労の回復度合はあ

まり良 くない。

☆胃腸病、高血圧、腰痛の有病者が比較的多い。

☆精神的ス トレスを訴える人が多い。

☆拘束時間=勤 務時間に対するき 、が難じい。

② 本 調査の実施

。予備調査の結果を受けて、アンケー ト項目を改善し、約半分の 35項 目に絞った。

・96年 2～ 3月 に、未組織労働者や未加盟組合も視野に入れ、5000名を目標に本語

査を実施 したG

・本調査では、名港労協も調査することになった。しかし、各組合へのアンケート逮

付枚数と集約数は次の通りとなった。

1500

783

2000名 を超える交通運輸労働者の協力を得られ

- 1 0 -

全 動 労

500

。日標よりも少なかったものの、



′こ。

'予鶴調査でも見られたように、勤務形態 く約束状況)の 未記入者が ユ割以上見られ
(洋亨夕lG%、 タタシー12%、 鉄遼 15%、 溶湾 量0%う 交題労働者の労働の不規Rlj

性が、みらためて澪き影りにされた。
こ今回調査 こ/た交通労S_l者の平均年難は、各業種ごとにおおよそ次の通りであった中

タクシー (52才 )

鉄  道 (45才 )

港湾関係 (43才 )

トラック (41才 )

3. 録 岳率争為書銅亀 OD宮 丘 支蚕等手程装

① 約 束時間の長さ 表 1  参 照
41勤 務あたりの拘束時間は、鉄道 >タ クシー>ト ラック>事 務 ・港湾関係の順にな
り、物流より旅客輸送の方が長時間拘束といえる。また、交替制や変則性も多 く見
驚けられる。ただし、月間総拘束時間は今回の調査対象外となった。

。交替、変Rll勤務者は、生活 リズムを作るのに経験を要 し、高年齢になるほど生活時
間帯を自分なりに調整 していることがうかがわれる。また、健康に対する意識や注
意の払い方は高齢者はど高い。

,今国の調査で トラック関係では、域内輸送 (都市内、経済圏内)従 事者が多 く、幹
線輸送 (都市聞輸送=長 距離輸送)従 事者の集約が少なかったため、一般的に問題
にされる長時FB5労働の比率は少なくなってとノまった。 (拘束 11時 間災 _との比率は

8割 にとどまった)

② 体 の疲労と神経疲労の訴え  表 2  参 照
・体の疲れや神経疲労を 「とても疲れる」と訴えるのは、ともに鉄道関係 ・タクシー

関係の順になり、勉組合の倍の率となっている。 「やや疲れる」も含めた国答は、
全動労と名港労協との差は、90%:70%と かなりの開きが見られる。

`拘束時間帯で比較をすれば、長時間になるほど疲労の度合いが強くなることがさら
に比較することができ、 (表2')11時 間を題えるFaB束時間帯は、その違いが著
しい。             ,

。ただし、 17時 間以上の体の疲れ 「やや疲れる」比率は、それ以前より若干低い毅
値を示す。これは、仮眠が入る影響かと推測される。

こ長時間労駒が疲労に影響を及ぼす影響は、2つ の要因が考えられる。

(1)睡 眠時間との関連  表 3

*分 眠の比率が高くなる *自 宅睡眠の画数が減る *夜 の睡眠時間帯が滅る

鉄道では、特異な環境があるが、 トラックではこの傾向が顕著に表れる。

工
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0 食 事との関連    表 8'

来不規範雄が轄す   辛 家談との夕食を通ごす回数が滅る

③ 病 気との関連性   表 4

。病気の襲連塗を明確にするため、次のように振り分けた。

成人病=高 血圧、心騒病、糖尿病、肝職溝 の 4種類としたG

持病=成 人病 4種類と胃腸病、醸霜を加え_た6種類とした。

・有病者実数は、表の通りだが、絶対数の関係で 9時間未溝帯の総数をよ多いが、労組

がしっかりとンている関係上、長時間労働から短時PD8労働への配置転換も行われてい

ることも考えられる。

・有病率は、労働時間が長 くなれば確実にその割合は増えている。

*成 人病有病率 22.4% 吟  32.1%  *持 病有病率 87。6% 吟  52.1%

・組合別の有病率は、

タクシー (成 人病)34%  (持 病)53%

港湾関係      30%      41%

鉄道関係      25%      39%

トラック 20% 43%

・成人病を8種類併用して保有している人の46%が 、 11時 間以上の長時間労働に従

事 している。その中でも、交替勤務などを含めた 17時 間以上の長時間労働勤務者

は、成人病の無い人から2種類保有 している人のそれと比べ高い比率で従事してい

ることが分かる。これは、明らかに長時間労働が成人病の保有率 (高血圧 >糖尿>

肝腕の順かと考えられる)に 影響を及ぼしていると見てとれる。

・過労死予備軍は、確実に長時FB8労働 (交替 ・変則勤務を含む)従 事者に存在 してい

ると言え.ます。

④ 健 康への意識  表 5

。長時間労働が健康に影響を及ぼすと考えている度合いは、鉄道関係が 9割 に近い人

が労働時FE5をあげており、他業種の6割前後に比べ突出している。

・拘束時間帯別にみれば、 13時 間を超える従事者から急激に意識の変化を示してい

る。そして、 17時 FgS以上では 「体質のほうが影響あり」と答えているのは僅か4

%弱 になり、他の拘束時間帯勤務者との著しい意識の違いを見せている。

コ俸調不調と思ったときの取った態度では、業種別の違いがハッキリ表れている。

休むのはタクシーであり、鉄道関係は無理して曲勤の傾向が強い。中間に トラック

が位置している。

4。 こ れ t/J らヽ の 運 動 へ

・病気を持っている人が、長時間労働に従事していることが交通運輸産業の特徴であ

り、この改善を職場闘争や安全衛生委員会で取り上げることが重要です。
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